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第７回焼津市自治基本条例を考える市民会議 
～各グループの成果・まとめ～ 

平成２４年４月２２日（日）実施 

 

●テーマ：「はじめの一歩案のうち、ＰＩ活動で特に伝えたいこと」の検討 

 

【コミュニティ】 

☆条例とは・・・ 

・人は一人では生きていけない 

・家庭には家庭のルール、学校には学校の校則があるように、集団として生活するための「きまり」 

ごとがある 

・地域社会の一員としての生活するための権利や義務を明文化したものが条例である 

・自治体の責務は住民の幸福の実現である 

・少子高齢化、生活様式、価値観が多様化する今日においては、幸福の実現のため、行政のみならず、 

生活をする住民中心の社会づくりが必要である。 

・住民が当事者意識をもち、次世代につなげる「オール焼津」のためのルールである 

 

☆自治基本条例の必要性 

・地方分権化 

・人口減少、少子高齢化・・・働き手が少ない⇒税収が上がってこない 

・市民の活動領域の拡大（防災面など） 

・市民の価値観の多様化・・・個人の尊重がこれから先もっと謳われてくる。それを尊重しない社会

はコミュニティを形成するうえでは非常に阻害になる。 

 

【子育て】 

☆「自治基本条例」って何だろう？今なぜ焼津市にとって必要なんだろう？ 

・自分たちのことは自分たちで決める（例えば、クラスの約束ごとのように） 

 

 

具体的には、 

・いろいろな街（市）があるから、国や県が画一的に決まりごとを作るのが、実情に合わなくなって

きた。 

・そこで、それぞれの街でそれぞれの特徴にあった決まりを作ることで、よりよいまちづくりを目指

すことが良い。 

 

☆自治基本条例の進め方 

・月に一度、市民会議委員が集まって話し合いを行っていることや、市民の皆さんにお話を聞きにい

っているということを伝える。 

・もう少し詳しく言うと、市民会議は様々な分野の人が集まった会議であり、検討グループに分かれ

て、市民の皆さんの意見を広く取り入れて、皆で作る決まりを検討していること。 

 

☆市民会議でこれまで話し合ってきたこと～焼津市で「自治基本条例」をつくったら、こんな内容に

なるのでは？ 

・章立て（構成）の柱を、「いま、こういう話をしています」と話す。 
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☆市民会議でこれまで話し合ってきたこと～焼津市が目指す自治の姿・根幹の考え方～ 

・基本理念のうちから、「安心して暮らせるまち」「子育てをみんなで行うまち」を主にピックアップ

する。 

 

【産業】 

☆特に伝えたいこと 

・概要、共通する部分⇒事務局作成 

・それ以外の部分⇒産業界を巻き込んでいくこと、当事者意識＆メリット（自分たち企業にプラスに

なるんだよという部分を強調して説明する） 

 

☆相手先の絞り込み 

・各団体へは、役員会などへの働きかけ 

・各企業の絞り込みは、事業所の規模で決定する（バランスをみて決める） 

 

【福祉・高齢者】 

☆自治基本条例って何？ 

 

☆自治基本条例が何故必要なのか？（時代背景をふまえて） 

・自分のいちばん身近なことに置き変えて考えてもらうことが理解を深めやすいのではないか 

・税収の伸び悩み 

・「孤立死」・・・他人事ではない 

    何が問題なのか 

    ・近所づきあいが希薄化 

    ・核家族化 

 

☆どうやって作るの？（方法） 

・行政側だけで作るのではなく、市民に参加してもらい 

 ご意見をいただき、議論しながら作り上げていく。 

 

☆市民会議のこれまでの取り組み 

 

☆今の焼津について思うこと（何が欠けているのか）      

☆自分たちの将来について（何が必要になるのか）       

☆それぞれの立場に望むこと。（自分たちのできることは？）   

 

☆伝え方 

・ＰＰを使って紙芝居ふうに。（現代版紙芝居） 

・認知症のお芝居を見てもらい、考えるきっかけとしてもらう 

・行政へのお願い・・・市民の皆さんもあらかじめわかっていれば参加も増えるのではないか⇒メデ

ィアへの露出 

 

 

 

２つのセグメント（高齢者・障害者

など当事者、福祉の事業者・ボラン

ティアなどの支援者）から単に意見、

要望を聞くのではなく、それぞれの

立場でどのようなことができるのか

ということ。 

安心して暮らしていくために 

・地域で支え合う仕組みづくり 

・より効率的に税金を使うシステムづくり 
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【市民活動団体】 

☆ＰＩ活動をどう進めるか 

・より多くの団体に自治基本条例を知ってもらう・・・行政がもっているリストを活用、口コミの活

用（知り合いなど） 

 

☆どのようなＳＴＥＰで 

ａ．紙芝居を作る（ＰＰなどを使いながら） 

    ・共通する部分（背景、理念、目的） 

    ・市民団体、ＮＰＯ団体の固有の問題 

ｂ．説明すると同時にアンケートをとる 

ｃ．B で相手先の”顔”が見えたら回収＆意見を聞く 

ｄ．集まってくれた人の中でサポーターをつくる。より多くの人の意見を取り入れたものにしていく。 

 

☆５月２０日までにどのようなスケジュールですすめていくか 

・第１回目 ５月２日（水）19:00～ 

・第２回目 ５月９日（水）19:00～    たたき台を作る（共通部分＆独自部分） 

・第３回目 ５月１５日（火）19:00～ 

 

・オータムフェストの新しいブースで宣伝していく。 

・見えない部分があるが、いろんな意見が出て面白く、今日のところは結論が出てきた。 

 


